
  貸   借   対   照   表
   （ 2023年 3月 31日現在 ）

（単位：円）

金    額 金    額

流   動   資   産 945,949,099 流   動   負   債 511,116,747

14,081,763 74,384,847

38,950,212 160,258,640

21,046,984 184,194,959

385,298,770 3,959,135

83,849,641 16,128,076

312,633,008 22,818,388

73,958,860 20,782,769

4,465,350 15,005,818

0 561,701

11,664,511 13,022,414

固   定   負   債 157,067,959

120,110,518

固   定   資   産 136,689,185 4,134,858

122,967,032 32,822,583

機 械 装 置 109,810,865

工 具 器 具 備 品 6,146,807 668,184,706

リ ー ス 資 産 7,009,360

建 設 仮 勘 定 0 株   主   資   本 414,453,578

100,000,000

273,402,097

485,845 41,051,481

施 設 利 用 権 485,845 利 益 準 備 金 0

そ の 他 利 益 剰 余 金 41,051,481

13,236,308 繰 越 利 益 剰 余 金 41,051,481

繰 延 税 金 資 産 13,236,308

414,453,578

1,082,638,284 1,082,638,284

リ ー ス 債 務

負債 ・ 純資産合計

純資産合計

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

資   産   合   計

退 職 給 付 引 当 金

負  債  合  計

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

未 払 法 人 税 等

預 り 金

そ の 他

長 期 借 入 金

電 子 記 録 債 務

買 掛 金

CMS 借 入 金

リ ー ス 債 務

未 払 金

契 約 負 債

科      目

資    産    の    部 負    債    の    部

純   資   産   の   部

科        目  

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

未 収 入 金

未 払 費 用



個 別 注 記 表 

１．重要な会計方針等 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産 

     製品、仕掛品・ ・ ・総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

     原材料、貯蔵品・・・移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の 

低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

   商品・・・・・・・・個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定） 

（２）固定資産の減価償却方法 

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法を採用しております。 

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法を採用しております。 

リース資産・・・ 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、 

残存価額を零とする定額法を採用しております。 

（３）引当金の計上基準 

   ①貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

    ②退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上

しております。     

（４）収益および費用の計上基準 

   当社は、以下の 5ステップアプロ－チに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識

しております。 

  ステップ 1：顧客との契約を識別する。 

  ステップ 2：契約における履行義務を識別する。 

  ステップ 3：取引価格を算定する。 

  ステップ 4：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。 



  ステップ 5：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。 

   製品の販売による収益は、製品の引き渡し時点で製品に対する支配が顧客に移転し

履行義務を充足したと判断し、収益を認識することを原則としております。出荷時から

当該製品の支配が顧客に移転される時点までの期間が通常の期間である場合、「収益認

識に関する会計基準の適用指針」第 98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に

収益を認識しております。 

（５）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

      グループ通算制度の適用 

    グループ通算制度を適用しております。 

 

２.会計方針の変更に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

３．株主資本等変動計算書に関する注記 

（１）当事業年度末における発行済株式の種類及び数 

普通株式                   2,000株 

（２）配当に関する事項 

①配当金支払額 

  該当事項はありません。 

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 

                                    以上 

 


